
○芦別市まちづくり人材育成国際交流促進事業補助金交付条例施行規則 

平成19年１月26日規則第１号 

芦別市まちづくり人材育成国際交流促進事業補助金交付条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、芦別市まちづくり人材育成国際交流促進事業補助金交付条例（平成18年条例第

41号。以下「条例」という。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

（交付の申請） 

第２条 条例第７条に規定する申請は、まちづくり人材育成国際交流促進事業補助金交付申請書（別

記第１号様式）によるものとする。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) まちづくり人材育成国際交流促進事業計画書（別記第２号様式） 

(２) まちづくり人材育成国際交流促進事業予算書（別記第３号様式） 

(３) まちづくり人材育成国際交流促進事業補助金交付申請額算出調書（別記第４号様式） 

(４) 経費の配分調書（別記第５号様式） 

(５) その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定の通知） 

第３条 条例第８条第１項の規定に基づく通知は、まちづくり人材育成国際交流促進事業補助金交付

決定通知書（別記第６号様式）により行うものとする。 

（変更の承認の申請） 

第４条 条例第９条第１項に規定する変更の承認の申請は、まちづくり人材育成国際交流促進事業変

更承認申請書（別記第７号様式）によるものとする。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) まちづくり人材育成国際交流促進事業変更計画書（別記第８号様式） 

(２) まちづくり人材育成国際交流促進事業変更予算書（別記第９号様式） 

(３) その他市長が必要と認める書類 

（変更の承認の決定通知） 

第５条 条例第９条第２項の規定に基づく通知は、まちづくり人材育成国際交流促進事業変更承認決

定通知書（別記第10号様式）により行うものとする。 

（実績報告） 

第６条 条例第11条の規定に基づく報告は、まちづくり人材育成国際交流促進事業実績報告書（別記

第11号様式）によるものとする。 

２ 前項の報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) まちづくり人材育成国際交流促進事業実績書（別記第12号様式） 

(２) まちづくり人材育成国際交流促進事業補助金精算書（別記第13号様式） 

(３) まちづくり人材育成国際交流促進事業決算書（別記第14号様式） 

(４) 支出に関する領収書等の証拠書類及び関係帳簿 

(５) その他市長が必要と認める書類 

（確定の通知） 

第７条 条例第12条の規定に基づく通知は、まちづくり人材育成国際交流促進事業補助金確定通知書

（別記第15号様式）により行うものとする。 

（交付請求） 



第８条 条例第13条に規定する請求は、まちづくり人材育成国際交流促進事業補助金交付請求書（別

記第16号様式）によるものとする。 

（概算払） 

第９条 条例第14条第１項に規定する概算払の申請は、まちづくり人材育成国際交流促進事業補助金

概算払申請書（別記第17号様式）によるものとする。 

２ 条例第14条第２項の規定に基づく通知は、まちづくり人材育成国際交流促進事業補助金概算払決

定通知書（別記第18号様式）により行うものとする。 

３ 概算払は、前項の規定による通知を受けた補助事業者からのまちづくり人材育成国際交流促進事

業補助金概算払請求書（別記第19号様式）による請求により行うものとする。 

（交付決定の取消しの通知） 

第10条 条例第15条第２項の規定に基づく通知は、まちづくり人材育成国際交流促進事業補助金交付

決定取消通知書（別記第20号様式）により行うものとする。 

（返還命令） 

第11条 条例第16条の規定に基づき補助金の返還を命ずるときは、まちづくり人材育成国際交流促進

事業補助金返還命令通知書（別記第21号様式）により行うものとする。 

（身分証票） 

第12条 条例第19条第２項に規定する証票は、芦別市職員服務規程（昭和32年訓令第６号）第34条に

規定する身分証明書とする。 

附 則 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

別記第１号様式（第２条関係） 

別記第２号様式（第２条関係） 

別記第３号様式（第２条関係） 

別記第４号様式（第２条関係） 

別記第５号様式（第２条関係） 

別記第６号様式（第３条関係） 

別記第７号様式（第４条関係） 

別記第８号様式（第４条関係） 

別記第９号様式（第４条関係） 

別記第10号様式（第５条関係） 

別記第11号様式（第６条関係） 

別記第12号様式（第６条関係） 

別記第13号様式（第６条関係） 

別記第14号様式（第６条関係） 

別記第15号様式（第７条関係） 

別記第16号様式（第８条関係） 

別記第17号様式（第９条関係） 

別記第18号様式（第９条関係） 

別記第19号様式（第９条関係） 

別記第20号様式（第10条関係） 

別記第21号様式（第11条関係） 


